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令和８年３月 13日 

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 
 

令和８年度業務スケジュール及び注意点について 
（ＰＥＴボトルの上期・下期スケジュールを含む） 

 

 令和８年度は下記のスケジュールを予定しており、一覧にまとめましたのでご確認くださ

い。なお、下記「通知方法」に記載のオンラインとは、当協会オンラインシステム（REINS）

での通知を指し、オンラインがご利用になれない場合は、原則として郵送にて対応します。 

 

１．再商品化業務スケジュール 

 内容 通知方法 

４月 中旬から下旬 前年度 第４四半期請求書発送 
オンラインより通知後、

郵送 

５月 中旬 前年度 有償拠出金支払い通知 
オンラインより通知後、

郵送 

６月 中旬 次年度向け引き渡し量調査の発送 
調査票を郵送、オンライ

ンないし郵送で回答 

７月 中旬から下旬 第１四半期請求書発送 
オンラインより通知後、

郵送 

８月 中旬 
合理化拠出金支払いに関する口座登録の確認 

依頼 
郵送 

９月 

初旬から中旬 合理化拠出金の支払い通知 
オンラインより通知後、

郵送 

下旬ごろ 
次年度向け引き渡しに関する担当者向け説明会

開催案内 

郵送にて案内後、出欠は

オンラインないしＦＡ

Ｘにて回答 

10月 

中旬から下旬 第２四半期請求書発送 
オンラインより通知後、

郵送 

下旬 次年度向け引き渡しに係る申込書類発送 
申込書を郵送、オンライ

ンないし郵送で回答 

12月 初旬 引き渡し申込承諾書発送 オンライン通知のみ 

１月 中旬から下旬 第３四半期請求書発送 
オンラインより通知後、

郵送 

２月 

初旬 引き取りに関する年度末の確認事項の確認依頼 オンライン通知のみ 

中旬 有償拠出金支払いに関する口座登録の確認依頼 郵送 

下旬 次年度再商品化事業者決定通知 オンライン通知のみ 

３月 

中旬 引き渡しに関する業務手順書の発送 郵送 

中旬から下旬 有償拠出金支払い通知 
オンラインより通知後、

郵送 

下旬 
次年度引き取り及び再商品化に係る契約書 

・覚え書き等の発送 
郵送、押印後１部を返送 
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２．ＰＥＴボトルの再商品化業務スケジュール 

 内容 通知方法 

４月 １日 
ＰＥＴボトル再商品化事業者（上期落札事業者）への

引き渡し開始 
 

８月 

初旬 上期 期末の取扱いに関する通知 オンライン通知のみ 

下旬 
ＰＥＴボトル再商品化事業者（下期落札事業者）決定

のお知らせ 
オンライン通知のみ 

９月 

中旬 

「保管施設別再商品化事業者一覧表（特定事業者負担

分）」及び「保管施設別引き取り運搬事業者一覧」の

発行 

オンライン通知後、各自

でオンライン出力保管 

３０日 
ＰＥＴボトル再商品化事業者（上期落札事業者）への

引き渡し終了 
 

10月 １日 
ＰＥＴボトル再商品化事業者（下期落札事業者）への

引き渡し開始 
 

２月 初旬 下期 期末の取り扱いに関する通知 オンライン通知のみ 

３月 ３１日 
ＰＥＴボトル再商品化事業者（下期落札事業者）への

引き渡し終了 
 

 
 

３．毎月の引き渡し実績報告締め切り日 

報告月 報告期限 報告月 報告期限 

令和８年４月分  ５月７日(木) １０月分 １１月５日(木) 

   ５月分  ６月５日(金) １１月分 １２月７日(月) 

   ６月分  ７月６日(月)   １２月分  １月６日(水) 

   ７月分  ８月５日(水) ９年１月分  ２月５日(金) 

   ８月分  ９月７日(月)    ２月分  ３月５日(金) 

   ９月分 １０月５日(月)    ３月分  ４月５日(月) 

※実績報告開始は毎月２５日からとなります 

 

４．引き渡し実績量の乖離報告について 

年間の引き渡し実績量が予定委託量に対して大幅な乖離が見込まれる場合には、遅滞なく合理

的な理由を付した書面を作成のうえ、協会にご連絡ください。ＰＥＴボトルについては、半期ご

との予定委託量との比較となりますのでご注意ください。 

なお、乖離の目安は、資料１の「『分別基準適合物の引き取り及び再商品化』の概要」内、

「３．引き取りを行う量」をご参照ください。 

 

５．契約内容変更後の通知について 

再生処理事業者が契約している運搬事業者の追加、再生処理事業者の変更、保管施設名の変更

等の理由による変更処理実施後の通知については、当該月下旬にオンラインよりお知らせいたし

ます。 

「保管施設別再商品化事業者一覧表」、「保管施設別運搬事業者一覧表」につきましては、出力

いただき、お手元の書類と差し替えて保管してください。 

 


